
訪問介護サービス利用者負担説明書 
（令和３年４月１日～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《保険給付の自己負担額》  ※単位数の右側記載された額が利用者負担額になります。負担割合につい 

ては、市町村から交付される『介護保険負担割合証』に記載されております。そちらをご参照くださいま 

すようお願いいたします。 

 

１） 訪問介護費 

□ 身体介護が中心である場合 

所要時間 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

２０分未満 １６７単位 １７４円 ３４８円 ５２２円 

２０分以上３０分未満 ２５０単位 ２６１円 ５２１円 ７８２円 

所要時間３０分以上 

１時間未満 
３９６単位 ４１３円 ８２６円 １，２３８円 

所要時間１時間以上 

１時間３０分未満 
５７９単位 ６０４円 １，２０７円 １，８１０円 

 

□ 生活援助が中心である場合 

所要時間 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

所要時間２０分以上４５分未満 １８３単位 １９１円 ３８２円 ５７２円 

所要時間４５分以上 ２２５単位 ２３５円 ４６９円 ７０４円 

 

 

 

 

 

●地域区分による１単位あたりの単価           １０．４２円 （６級地） 

 

ご利用者負担 ＝「利用単位数」×「１単位あたりの単価」のご利用者負担割合 

 

介護報酬の１単位あたりの単価は、「地域」および「サービスの種類」によって異なります。 

当該サービスにおける東松山市（６級地）の１単位あたりの単価は１０．４２円となり、ご利

用者負担は上記計算により算出されます。 

この「利用者負担説明書」においては、各項目の単位数の右側に、上記を加えた利用者負担

額（１割及び２割、３割）を記載しております。 

なお、地域加算は、月ごとの総単位数に対して加算されるため、ご利用者負担額の単価の積

算額と実際の請求総額に若干の差異が生じる可能性があります。 

≪自己負担割合について≫ 

利用負担割合は、各市町村より交付されております『介護保険負担割合証』に記載されておりま

す。 

『介護保険負担割合証』の変更や更新がありましたら速やかに事業所へご提示くださいますよう

お願いいたします。 

 

 



□  身体介護が中心である訪問介護を行った後に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行った場合 

所要時間 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

所要時間２０分以上４５分未満 ６７単位 ７０円 １４０円 ２１０円 

所要時間４５分以上７０分未満 １３４単位 １４０円 ２８０円 ４１９円 

所要時間７０分以上 ２０１単位 ２１０円 ４１９円 ６２９円 

※利用者負担の基本となる時間は、居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。 

※令和３年９月３０日までの間は、所定単位数の１，００１/１，０００に相当する単位数を算定します。 

 

２）加算等の保険給付の自己負担額 

□ 夜間（午後６時～午後１０時）又は早朝（午前６時から午前８時）に訪問介護を行った場合／１回ごと

                                （所定単位×25／100）単位 

□ 深夜（午後１０時～午前６時）に訪問介護を行った場合／１回ごと  （所定単位×50／100）単位 

□ やむを得ない事情で、かつ利用者の同意を得て、２人で訪問した場合／１回ごと 

（所定単位×200／100）単位 

 ＊上記加算につきましては、各単位に地域区分による単価を乗じたご利用負担割合が自己負担となります。 

 

  □ 特定事業所加算／１回ごと 

人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備、中重度者への対応など一定の要件を満たした場合 

①  特定事業所加算（Ⅰ）                    （所定単位×20／100）単位 

②  特定事業所加算（Ⅱ）                      （所定単位×10／100）単位 

③  特定事業所加算（Ⅲ）                    （所定単位×10／100）単位 

④   特定事業所加算（Ⅳ）                   （所定単位× 5／100）単位 

⑤  特定事業所加算（Ⅴ）                    （所定単位×3／100）単位 

   ＊上記単位に地域区分による単価を乗じたご利用負担割合が自己負担となります。 

 

□ 介護職員処遇改善加算／１月ごと 

介護職員の処遇を改善するため、賃金の改善など一定の要件を満たした場合 

① 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）                 （所定単位×137／1000）単位 

② 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）                （所定単位×100／1000）単位 

③ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）                 （所定単位×55／1000）単位 

④ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）                    （③×90／100）単位 

⑤ 介護職員処遇改善加算（Ⅴ）                    （③×80／100）単位 

         ＊上記単位に地域区分による単価を乗じたご利用負担割合が自己負担となります。 

□ 介護職員等特定処遇改善加算／１月ごと 

介護職員やその他職種の処遇改善に関する対策を行なっている事業所の場合 

① 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）          （所定単位×63／1000）単位 

② 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）          （所定単位×42／1000）単位 

＊上記単位に地域区分による単価を乗じたご利用負担割合が自己負担となります。 



□ 初回加算／１月 

  新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提 

供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合    

加算名 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

初回加算 ２００単位 ２０９円 ４１７円 ６２６円 

 

□ 緊急時訪問介護加算／１回ごと 

利用者やその家族等からの要請を受けて、サ－ビス提供責任者がケアマネジャ－と連携を図り、ケ 

アマネジャ－が必要と認めたときに、サ－ビス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サ－ビス 

計画にない訪問介護（身体介護）を行った場合          

加算名 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

緊急時訪問介護加算 １００単位 １０５円 ２０９円 ３１３円 

 

□ 生活機能向上連携加算／１月ごと 

訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時にご利用者 

宅を訪問し、両者の共同により訪問介護計画を作成した場合    

加算名 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

生活機能向上連携加算(Ⅰ) １００単位 １０５円 ２０９円 ３１３円 

生活機能向上連携加算(Ⅱ) ２００単位 ２０９円 ４１７円 ６２６円 

 

□ 認知症専門ケア加算 ／ １日ごと 

認知症介護に係る専門的な研修を受けている職員を配置し、専門的な認知症ケアを提供した場合 

加算名 単位数 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位 ４円 ７円 １０円 

認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位 ５円 ９円 １３円 

 

《保険給付外の自己負担額》 

２ 利用料 

□ 交通費／片道                                    １０㎞未満     ５００円（税込） 

                                                   １０㎞以上   １，０００円 （税込）    

 基本的には、交通費はかかりませんが、通常の事業の実施地域（東松山市）以外の地域に居住する 

方が訪問介護を利用した場合にお支払いいただきます。 

 

□ 区分支給限度基準を超える単位 

区分支給限度基準額を超える単位数については、区分支給限度額の対象外の加算も含めて全額自己 

負担となります。 

 

 



□ 社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度について 

低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの利用促進を図るために、介護保 

険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽 

減するものです。 

 

・軽減の対象者 

市町村民税世帯非課税であって、次の要件を満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等

を総合的に考えて、生計が困難な者として市町村が認めた者 

・年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算した額以下であること 

・預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごとに１００万円を加算した額以下であ

ること 

・日常生活を供する資産以外に活用できる資産がないこと 

・負担能力のある親族等に扶養されていないこと 

・介護保険料を滞納していないこと 

 

・軽減の手続き 

１、利用者が居住する市町村に申請し、市町村の審査後に「軽減確認証」の交付を受けます。 

２、サービスを受けるときに軽減確認証を提示してください。 

３、利用者負担が軽減されます。 

・軽減制度の対象となる内容 

  利用者負担額(１割負担分) 

・軽減の割合 

  利用者負担の１／４（老齢福祉年金受給者は１／２） 

※詳しくは、お住まいの市町村介護保険担当窓口にお問い合わせください。 

 

訪問介護サービスの利用にあたり、本書面に基づいて利用者負担の説明を行いました。 

 

事業所 所在地 東松山市大字松山２１８３番地 

名 称 社会福祉法人東松山市社会福祉協議会 

総合福祉エリアヘルパーステーション 

説明者  所 属 在宅福祉課訪問介護係 

氏 名  

 

上記内容の説明を受け、サービスを利用した場合には、事業所の定める料金を支払うことに同意します。 

   令和   年   月   日 

 利用者氏名                                 印 

                                    

代理人氏名                                    印 


